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．よう。それ以外のラインが全部耐震クラスÅだし、電源も二重化しているようなラインが

全部つぶれて、一番弱いFPと、MUWは今回なかったわけですけれども、そういうもの

を最後に当てにしないといけない事象というのは一体何か、私にはよくわからないです。」

二の中で耐震クラスAとしているところが、現状のSクラスであるが、状況は全く同じ

である。

福島第一原発事故では、実際に消防用水ポンプから注水された水は、ほとんど原子炉に

は入っていない。民間シンクタンクの解析では1％未満とされている。

これでは福島第一原発事故の教訓を全く生かしていないことになる。

最終的に冷却材を圧力容器や格納容器に注入するラインについては、無条件でポンプは

もちろんのこと全系統をSクラスの設計とすべきであり、それが成されていない原発は運

転許可をすべきではない。

同様に新設ないし増強した注入ラインについては、全て実機で注入できることを、実際

の運転圧力及び過酷事故時想定圧力に炉圧を上げて試験を行う必要がある。実証もないも

のに最後に当てにすることなど出来ない。

過去の過酷事故対策は全て、その設備を設置した後に、設置した目的に沿って実際に稼

働するかどうか成立性試験を行っていない。解析で出来るとしたり、部分的に系統を稼動

させて評価している。このようなことだからラブチャーデスクから格納容器ベントライン

が作動したか、未だに分からないという信じがたい問題が福島でも生じたのである。

85　外部火災に対する設計方針とテロ対策の矛盾

「発電所敷地内における航空機落下等による火災」という項目と「大規模な自然災害又

は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応」との間には整合性がない。

航空機ないし大型航空機の衝突または故意の攻撃について細かく記述しているが、前段

の航空機の衝突と後段の「故意による大型航空機の衝突」については、同じ航空機の衝突

なのに理解できない「使い分け」がなされている。端的に言えば、故意に航空機を突入さ

せることや武力攻撃に耐えられるのであれば、偶発的な航空機事故にも当然耐えられるの

だが。

攻撃を前提とした航空機の衝突の場合、確率は何の意味も持たず、かつ、複数機の攻撃

による損傷を考慮するならば、原発の複数面に緊急時対応用注水システムを設置していて

も過酷事故対策として十分とは言えないことになる。

これらを包摂して、テロ対策あるいは武力攻撃による大規模損壊を想定して、それに対

処することが出来るかどうか「大規模損壊が発生した場合における体制の整備に関して必

要な手順書、体制及び資機材等が適切に整備」されているかどうかについて判断するべき

だ。

弾道ミサイル攻撃や爆撃などの攻撃を受けてさえなお、大規模損壊や大量の放射堂物質

の放出を招かないとの確証があるのかが問われている。

獲6　津波による損傷の防止は成立していない

この原発は、そもそも立地指針に違反している。

「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」（昭和三九年五月二

七日　原子力委員会）によれば、「原則的立地条件」として「大きな事故の誘因となるよう
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な事象が過去においてなかったことはもちろんであるが、将来においてもあるとは考えら

れないことっまた、災害を拡大するような事象も少ないこと。」と規定している。

日本中でも極めて頻繁に、大きな地震の影響を受ける地域に立地した柏崎刈羽原発は、

この立地指針に反している。

世界にある原発で、地

震に伴い地盤が液状化す

るような所に存在するも

のはない。そもそも立地

不適当なのだ。

そのため東電も規制妻

も苦l回参憺しなから液状

化する海岸線に7磯もの

原発を建てても安全確保　朝日新聞

できるとする「作文」を
2007年8日31日

測田園圏副
織田精髄僧房仁「
柏崎刈羽頗莞

考えなければならなくなる。

「液状化評価方針の審査の過程において、申請者は、古安田層等の液状化に伴い荒浜側

（1－4号磯側）防潮堤が損傷し、津波が荒浜側防潮堤内敷地に流入する可能性があるた

め、当初荒浜側防潮堤内敷地の3号炉原子炉壁屋に設置するとしていた緊急時対策所を大

湊側敷地の5号炉原子炉建屋に変更するとともに、アクセスルートを変更することを示し

た。」としているが、これの影響は単に荒浜側防潮堤の倒壊とそれに伴う浸水だけに留まら

ない。このような浸水が発生すれば、荒浜側4基の原発において過酷事故発生の可能性が

生じるのであるから現段階から大湊側（5－7号機側）の原発の運転を認めることは許さ

れないはずだ。
一万、大湊側の防潮堤が荒浜側防潮堤の倒壊時点でも燵全性を有するとの立場に立つこ

とは到底安全側とは言えない。

従って、地盤の安定性が確保できないところで原発を稼勘させてはならないのである。

本質的に欠陥源発であることを認めて、運転認可を取り消すべきである。

続いて、各論的に問題点を挙げていこう。

ユニット琵霞頗 �l雪糎 �空電糖 �3雲競 �4軍機； �7雪概 �6雪嶺！ �5報 

i由慈譲地震 で鰯援曽錨） �680 �eC）ら �3患4 �49と �356 �322 �442 

墓室等地震過）に よる揺れ �829 �739 �663 �699 �642 �656 �543 

／ �∴∴∵ 　受 �温　室 �や一mm ‡ ∴ ÷ ∴ �＼f i∴ �ふ‾‾真一‾ 弱音麗 

一i・／一i＼た，「∵†∵∴：÷　∴孝一∠　遺∴〝／－ィ、　一・一　二葦，／ 
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Sl　基準地震動

基準時振動の算定にま大きな誤りがある。

佐寝毒と本土の間に富「佐棲海盆」があるっ

海盆が生威される原因になった佐渡海盆束縁断

固が存在することと、将来その断固が活動して

大地震が発生するおそれがあることを規制委員

会忠見逃している。

梅底地彰は大きく揉んで変形しているところ

が認められ、地震による海底地形の変化と考え

てもおかしくない。これは他の海域、例えば最

上布状海盆もそうである二

基準時震動の設定のために柏崎刈羽原発に影

響を与えた地震地体構造を考えるならば、佐渡

7年新海．＿、i 中越沖地震拶 ��！′；詔 畠韓：三∴ 

i I －280 ��∴▲：∴∴一 三≡≡幸三 

∴∴了 � �看 
柏晦双頭原子力発電孫周辺のおもを・蟄漸層

海盆東縁断固を含めた新潟県日本海側の地震活

動を日本海全体の活動の一部と据えなければならないから、東電の地震想定ま誤りである，

これは2007年7月の中越柏地震以降に当時の保安院が4基の再稼動を許した誤りを

再宴犯すことでもある，

また、基準地震動を荒浜側と大湊側で分けて設定するべきではない

新潟県伸では2007年7月に中越沖地震が発生している。マグニチュード6．8と中

規模地震にもかかわらず3000箇所もの損傷を柏崎刈羽原発は受けており、さらに7基

のうち3基は中越油地震時に稼醐中で、その後現在に至るまで一度も稼勧することがなか

った。

重翠 地震動 �重電，『昏 ����震大旗速度葦毛柵／ま； 
歳暮鏡 

発議蘭灘麗 ���� �諒梼輔と翻輝 ��蹟D糎晶 
誌－1 �叡瑳ことに 震源を裁定 して策定す る漣露盤 �千一饗薮原 にまる絶景 �癒茎スペクトルに基づく遊震勤評想 ���護霊一　意ノ ��頚露疑 � �1050 ��俵諦 

Ss－2 ���蹄接モデルを用いた手法による塑震顕鯛 ��離一一ii湧 ��三一　　　∴ �� �8蜜8 �‾　食望鼠9 �1466 義？／ �� 

S5－3 ��最愛平野重 電譲葉諸に よる紘震 �宙登スペクトル に基づく漣震戴 粟感 �宙力琵貴重十5雇及－∴麟繋 薪種遁斜角35／」ケースを包鞄！藩一 　　　　　言∴ ��繋 ／談護＿／ � �� �i鏡X） ��4QQ 

義一4 ���蔽掃モデル重用 宮を手差による 煙霧輯恕 �電力陸下書詑麿∴∴陵 ��∴「 �∴∴ →高．こ、〉 �‾＿謡 � �（428 �826 �332 

35－5 ����薪富敬斜毎35　　　　讃 �� � � � �。－儀26 �1664 �．繍6 

…選一6 ����　　　　　　　　ーi＼」、ン、 連動十馬力握古書1婚∴　三滴 �� � ��遜麗醗‾ �434 �∵製汝 �361 

＆ラー7 ����連動＋競麓碩議角35ノ ��、繋 �醸擬態 ��「÷ �‾　読 �780 �鈎9 

逮－8 �震頴を特定 せず涛更す る地震塾 �2‡X）4年北恵重要頭支百事謡壇嚢を雲碧した遂震塾 ���≦襲黍繋葦 �� � � �650 ��330 

○敷地ことに震源を特定して策定する地震動として「F－B断層による地震」．「長岡平野西緑断層諸によ 

る地震」の応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価の続桑を 
踏まえて基準地震動義一1－7を策定． 
書震源を鱒定せず策定する地震動として，2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動を踏まえて， 
大湊側において基賽地震動Sき「8を策定今 
tなお．長岡平野西嶺鮪唐詩による地震のSs－4－Ss－了において，荒浜側と大湊側で．要素地憲の影響に 

より最大加速度塵の違いはあるものの，全嬢的な地震動レベルは整合的であり，過小評癒となっていな 
いことを彊鍵で 
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この地震では荒浜側は開放基盤表面で1699ガルの揺れを想定しているが、大濠側は

766ガルに留まるとしている。

これを基に基準地震動を荒浜側基準地震動S sの最大加速安値を水平2，300ガル，

鉛直1，050ガルに設定したが大湊側は水平1，209ガル、鉛直650ガルとしてい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘1

わずか1キロ程度の距離しか離れていない、同一の地盤上に存在する原発で、倍半分も

の差があるとする根拠はない。地震想定を殊更細かく行うことで、揺れに大きな違いがあ

るとすることは、前提条件が多少異なる（発振地点が異なる等）でこうした前提条件は簡

単に競れてしまう。

少なくても敷地全域を水平2，300ガル，鉛直1，050ガルに設定すべきである。

82　過酷事故対策要員の記匿が非現実的

審査書案には過酷事故想定につい

て次のように記載されている。

「炉心損傷を判断した後に現場作

業を行う場合には、運転員の内部被

苦くを低減するために全面マスクを

善用する手順に着手する。この手順

では、現場作業を行う運転員が全面

マスクを着用する。なお、重大事故

時においても、中長期での運転操作

等の対応に支障が出ることがないよ

う、運転員等の被ばく低減及び被ば

く線量の平準化のため、長期的な保

安の観点から運転員の交代要員体制

を整備する。」

これは非現実的でおる。

既に福島第一原発事故において経

薦 鵜 禦 ＊i iM 織 粗 喜 好 雛 轟 曇 ∵） ！● 千 慮 ⊥′ 電 薫 前 1m �漢棄 緊 急 紺 競 蜜 ド ア 開 か ず 畿 �衰運圏園亜種易雇 ��々半 �訓勝話 

！ � � �m 

の需蕾諷1綿 �� � 

○○ 重i �‡ 綴 �� 

軸醒 ���　宕 ●日置〃： 
験しているとおり、全面マスクが必要な環境において作業を強行したり人員を交代させる

ことは極めて困難であるだけでなく、想定しているような電源喪失環境においては無意味

でさえある。基準地震動に達する、あるいは超える地震は福島第一原発事故時と比べて想

定される揺れの大きさは遙かこ大きい。結果として炉心の大規模損傷を起こした後の話で

あるのだから、中央制御室は実質的には機能していない。代替注水システムを準備してい

るはずの新規制基準下において、どうして無理に中央制御室や建屋内部に作業員や運転員

を送る必要があるのか。

中央制御室は堅固に作れても、そこと緊対所との往復に大きな危険が伴うことは、福島

だけでなく柏崎Xi」羽原発においても2007年に経験済みである。

中央制御室や建墨内音的＼らは撤収して、緊対所や第二制御室やオフサイトセンターで冷

却や事故収束の指揮を行う方向に規制基準では対応を変えているはずではないか。矛盾し

た対応になっている。
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看3　緊急対策所の設計基準と居住性

現状の免震重要棟の運用方針について、審査書に尉可ら触れられていない。書かれてい

るのは免震重要棟の存在と、緊急時対策所としでま失格し5号機の緊急時対策所との併用

について記載があるのみである。
一方く審査の概要においては「基準地震動

による地震力に対し、免震機能等により、緊

急時対策所の機能を喪失しないようにすると

ともに、基準津波の影響を受けないこと。」と

し、さらに「審査過程における主な論点」で

は「当初、免震重要棟を設け、その中に免震

重要棟内緊急時対策所を設置することとして

いた。」と記載されている。

免震重要棟の建設は中越油地震により柏崎

刈羽原発の緊急時対策所が使用不能となった

ことから、露天（駐車場）にて緊急対応を迫

られたことから、当時の新潟県知事の要請に

免震練達
コ上訪、変解し流れを琵鴎

塩物土木平方高二拗：

揺れが大きすぎると…

持運櫓が墓lこ簡突？

義免震衰運朗瞳綴？
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鴫震憧足りない」免震練絹峰糊原発・難戦弼
事故時の拠点使用を断念

より作られた。これが福島第一原発と第二原発で2010年に完成していたことで、特に

第一原発においでま地震の揺れや連星の爆発に影響されることなく緊急時対応が出来たこ

とを当時の東京電力清水正孝社長が証言している。

柏崎刈羽原発では、中越油地震を遥かに上回る地震の発生を想定したため、それまでの

基準地震動に基づく免震重要棟が耐震性能不足となったことから見ても分かるとおり、新

基準に基づく地震動、建屋の基礎板で変位75センチを超える揺れが生じることを想定し

なければならない。

原子炉建屋がいくら揺れに耐えきれるとしても、その内部がどうなるか、外部との接続

がどうなるかは未知である。
一般的に建物が頑丈でも、大きな揺れを小さく押さえる能力が薫ければ、生存性、活動

継続性に重大な影響を与える。

特に建物の密封性能に影響を受ければ、建屋から事故収束の指揮を取ることは極めて困

難になる。

東京電力は5号機の緊急時対策所を仮の施設と位置づけ、荒浜地区山手側に新たに緊急

時対策所を含む施設を建設するとしている。しかしこの施設も耐震であって免震機能を備

えていないとする。

これは日月らかに規制委員会の要求である「緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した

場合においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計画

する設備及び手順等が、第61条及び重大事故等防止技術的能力基準1．18項（以下「第

61条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針である」（4

62ページ）とはいえず、違反行為である。

規制委員会は、改めて免震棟の再建設を規制要求とすべきであり、基準地震動に見合っ

た設計を行って免震棟を建て直すことを指示すべきでおる。
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音4　原子炉圧力容器外の溶融燃料一冷却材相互作用で水蒸気爆発の恐れ

過酷事故の際に水蒸気爆発を引き起こす危険性が過小に評価されている。

水蒸気爆発が実機にお

いて発生する可能性を検

証した部分において「規

制委員会は、原子炉圧力

容器外のFCT（溶融炉心
・冷却材相互作用）で

生じる事象として、水蒸

気爆発は除外し圧力スパ

イクを考慮すべきである

ことを確認した。」など

コ脅ム

湘相田噂さのメカニズム

水露重機無給、鵜虞の食むふよ慧鯛の漬録が

姥越した郵こ、義持一三緑こら曳象であらが∴碧越

した仝濃密曇が本だ署下した場合〈　高濃度翠農iご

ま玉露霧笛どすを。張下の4つのステージを鐘

で蛙こらことが照らをたき九㌔す母島を，くり

農沸簾を繕う穣重合欽真触動き待（2）農機長寿

篤農を鶴鞭ずるトリオーの凄経（徴鮎宅生　め）農

葉書を種類すさ褒章の接続油の弓こ），r・まき鶴雷電

儀の寄技能を繕う類繁既舞による震い座ガ桑生

（虞の範子　としゝラブ塵をえをたどるぅ

樽率絃0鳩車月号鰭裏
手原子炉持集ま登内の水素魚鱗束の危機性」
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と、さしたる根拠もなく

東電の言い分をそのまま受け入れ、水蒸気爆発は起こらないこととしている。

そのうえで、格納容器下部に予め2mほど水を溜めて溶融燃料を受け止めるという世界

に例の無い、危険な重大事敵対処方針を決定している。水蒸気爆発を引き起こす危険性は

「水蒸気爆発が実機において発生する可能性」で検討したものの「水蒸気爆発が発生した

KROTOS（イタリアの研究所の実験）、TROI（韓国原子力研究所の実験）」解析の結果を切

り捨て、水蒸気爆発は実機において発生する可能性は極めて低目との東電の主張を受け入

れている。なお、この結論は加圧水型軽水炉である高浜、大飯などと同様である。一貫し

て格納容器早期破壊の最大の原因となり得る水蒸気爆発については、事実上対処不可能だ

から起こらないことにしているとしか考えられない。これでは安全神話である。

東電と規制妻は溶融炉心と水が接触しても外部トリガーがなければ水蒸気爆発は起こら

ないと考えているようだが、水素爆発（福島では実際に起きた）や冷水の投入による急激

な温度変化（柏崎刈羽原発の対策は格納容器への注水がある）は十分トリガーとなり得る。

水蒸気爆発の可能陸はあるのだから、格納容器温度が300度になった段階で炉心燃料の

格納容器内への漏えいがなくても、圧力容器外の溶融燃料対策として格納容器に予め水を

張るとの対策は誤っている。

暮5　原子炉圧力容器外の溶融燃料一冷却剤相互作用で水素爆発の恐れ

水素濃度の解析で申請者が行ったのは「炉心の露出から再冠水までの間に、原子炉圧力

容器内の全ジルコニウム量の約16．6％が水と反応して水素ガスが発生。これにより原子炉

格納容器内の水素濃度は13vo軌（ウェット条件）を上回る。また、水の放射線分解によっ

て水素ガス及び酸素ガスが発生する。」「ドライ条件に換算したドライウェル内の酸素濃度

は、約5時間後から約18時間後まで5vo1％を上回る」としている。

しかしながら「この期間はLOCA破断口からの水蒸気によりドライウェル内が満たされ、

ドライウ工ル内の酸素濃度は約0．2vol％（ウェット条件）であり、5vo1％に達しない。」な

どと別の解釈を付けて「原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止（ドラ

イ条件に換算して水素濃度が13vo1％以下又は酸素濃度が5vol％以下であること。）」との2

12ページの規制基準の要求を満たしていないのであるから法令に反している。
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